
 

 

 

 

 

【お願い】   登下校の送迎について 

 登下校の送迎について以前にメールでもお伝えし、御協力いただいていますが、まだ

危険な状態がありますので、改めてお伝えいたします。 

  

◎ 登下校の原則は、 徒歩・通学バス です。 

しかし、以下のような問題点があります。 

 

１ 学校付近の道路、少しの空間などに停車して、子供を降ろしたり、待っていたりす

る車があります。学校周辺の道路は狭いので、送迎する車が多いときには詰まって

しまい、地域住民の方の通行の妨げになっています。また、道路交通法第 44条第１

項に、「横断歩道の５ｍ以内は駐車も停車もしてはならない」とあり、児童横断時の

一時停止以外は認められないので、交通違反となってしまいます。 

 

２ 登校時、道路上で下車させたり、下校時に道路上に停車し子供を乗車させたりする

車があるようです。その際、子供が通学路側でない路肩を歩行することもあり、道

の両側を子供が歩いている状態は通行する車両にとっても、子供たちにとっても危

険です。また、子供が急に道路を横切ることがあり、後続の車の運転者が気づくの

に遅れるなどかなり危険な時もあります。 

 

３ 車の送りにより通常の登校時間帯より早くに、単独学校に来てしまうことがありま

す。学校への事前連絡なしの早い登校では、学校職員の見届けができず、安全と言

えません。 

 

 

以上の問題点を解決すべく、御協力をお願いいたします。裏面も御確認ください。 

【事情があり、送迎する場合】 

・ 豊岡支所か、元スズキカメラさん駐車場にて乗降車をお願いします。 

・ 遅刻、早退での送迎は、プール南側の駐車場を利用してください。 

・ 歩行困難な場合などは校舎北側（西門内）駐車場内へ一時的に停車することができ

ます。 

 

 地域の方などに危険な状態を御指摘いただいていますので、子供たちにも指導します。

子供たち全員、地域の皆さんの安全のためにも、御協力をお願いいたします。 

学校だより  

      第4号 

磐田市立豊岡北小学校 

令和４年６月 10日 
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